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あきた企業活性化センター

専門家の謝金を補助

派遣日数は最大4日間で、専門家の謝金及び
旅費を全額補助します！

あきた企業活性化センターでは、
センター登録の価格転嫁に関する専門家を
派遣し、適切な価格転嫁の対応に向けた支援を
行います。

●原価計算の分析や価格交渉のための資料作成
●価格転嫁専用システムの構築、使用方法の指導
●顧客との価格転嫁交渉術、値上げのタイミングなどの指導　

注）この事業は企業等の自助努力に対して専門的見地から診断・助言を行うものであり、
　 企業等の実務や取引先等の斡旋を行うものではありません。
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（公財）あきた企業活性化センター 令和8年度　価格転嫁専門家派遣事業

あなたの会社に専門家の助言を
　必要とする課題はありませんか？

●要請者の「現状と課題」及び派遣を求める「目的と目標」が明確であること。

●物価高騰対策に関連した価格転嫁に資する経営課題の解決であること。

※①、④、⑥、⑦については、各種様式をセンターホームページよりダウンロードし、
　メールにて提出してください。

○センターホームページ
　https://www.bic-akita.or.jp/consultation/

○提出先
　メールアドレス：soudan@bic-akita.or.jp

派遣要請に当たっての留意点

●派遣日数は４時間以上の支援活動を１日とみなします。
　なお、専門家への謝金は１日当たり５万円です。

●専門家への謝金及び旅費※については、センターが全額負担します。
※センター旅費支出基準に基づき、計算された額となります。
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※本事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。

事業実施の流れ

①価格転嫁専門家派遣要請

②価格転嫁専門家派遣決定通知

③専門家支援活動依頼

④専門家支援活動承諾

⑧謝金・旅費支払い

⑦(支援完了後)受入証明

⑥(支援完了後)実績報告

⑤支援活動
※最大４回
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